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 安倍官房長官は，自民党の総裁選挙で，政権公約
の一つとして，教育バウチャー制を取り上げるとい
うニュースが流れた（８月 23日付「朝日新聞」）。 

 

 本原稿を書いている時点では，まだ正式の政権公
約が明らかになっていないので，真偽のほどは分か
らないが，もし安倍政権が教育バウチャー制を本気
で取り上げるとすれば，文科省は大きな課題を抱え
ることになる。 
 教育バウチャー制とは，行政当局が学校運営経費
をクーポン券として保護者に交付し，保護者は子ど
もを通学させたい学校にその券を渡し，学校は集ま
った券（入学者数）に応じて予算を受け取る制度を
いう。 
 つまり，バウチャー制は，学校運営経費の公的助
成を機関補助でなく，利用者補助へ転換させる制度
で，これにより国・公・私立（株式会社立も含む）
など経営形態の異なる学校間の競争条件を同一化し，
学校予算の配分を保護者の選択という市場競争に委
ねることによって，教育サービスの改善を図ること
をねらいとする政策である。 
 ここ数年，政府の規制改革・民間開放推進会議や
経済財政諮問会議は，学校教育に市場原理を導入す
る観点から，バウチャー制を取り上げており，教育
分野における規制改革の目玉として，文部科学省に
その導入を迫っている。 
 例えば，総合規制改革会議の「規制改革の推進に
関する第３次答申」（2003 年 12 月）は，「利用者の
選択肢拡大，自由な競争を促進する観点から，海外
事例などを勘案しつつ，機関補助から利用者補助（バ
ウチャー制）への転換について検討を行うべきであ
る」と提言し，2005 年６月には，「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針 2005」（閣議決定）の中
に「海外事例の実態等を検証しつつ，教育における

利用券制度について，その有効性及び問題点の分析
など，様々な観点から検討し，重点強化期間内に結
論を得る」という方針が盛り込まれた。 
 文科省は，閣議決定に対応するため，昨年 10 月
に有識者を交えた「教育バウチャーに関する研究会」
を設け，バウチャー制の導入の是非について検討を
開始している。 

 

 文科省研究会の議論をみると，バウチャー制の導
入には慎重な意見が多いようだ。本年４月にまとめ
た「教育バウチャーに関する研究会における主な論
点及び意見（案）」では，「（バウチャー制の導入は）
我が国の教育行財政制度の根幹にかかわる事柄であ
るため，慎重な検討が必要である」とし，例えば，
次のような問題点を指摘している。 
〇諸外国では，バウチャー制の捉え方が一様ではな
いうえ，その実施例もきわめて少なく（米国ではミ
ルウォーキー市など６地域のみ，英国では 97 年に
保育バウチャーを廃止），教育上の成果についても
十分に検証されていない。 
〇バウチャーを導入した場合に想定される学校の序
列化や格差の拡大，学校選択の際に生じる風評の影
響，通学の安全の問題，情報アクセスの格差の問題，
中長期的な学校経営の安定性の問題等について慎重
に検討する必要がある。 
〇教育費を配分する国・自治体の役割や私学制度の
趣旨，その他様々な要素をふまえて，公平なバウチ
ャー価格を設定するのは，現実的に困難である。 
〇教育バウチャーを導入した場合，各学校で児童・
生徒の増減があるたびに，教育費の過不足が生じ，
計画的な整備ができなくなることから，財政上の無
駄が生じて，大幅な財政負担増となるおそれがある。 
（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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